
（（（（参考参考参考参考））））系列会社系列会社系列会社系列会社のののの考考考考ええええ方方方方

【同一入札への参加が制限される場合】◎◎◎◎ＡＡＡＡ社社社社、Ｂ、Ｂ、Ｂ、Ｂ社社社社、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ社社社社、Ｄ、Ｄ、Ｄ、Ｄ社社社社、、、、及及及及びびびびＥＥＥＥ社社社社はははは、、、、系列会社系列会社系列会社系列会社とととと見見見見なしなしなしなし、、、、

いづれかいづれかいづれかいづれか１１１１社社社社のみののみののみののみの入札参加入札参加入札参加入札参加となるとなるとなるとなる。。。。

※「資本的つながり」及び「役員の重複」により、ある会社

　が他の会社の営業上の意志を左右できる状況にあるため。

③取締役兼任 ③取締役兼任

× 　　×

　　　×

①親子関係 ③複合的関係

　　×

②親会社が同じ子会社同士

基準

　長崎県の入札参加資格を有する者の範囲

で次の関係を有する場合。

①親会社と子会社の関係

②親会社を同じくする子会社同士

③役員の兼任等

①～③を含めた複合的関係

※一者を除いて辞退すれば残る一者は

参加可能

×

○資本関係

　　　以下のいずれかに該当する二者の場合には、同一入札に参加することはできません。

①親会社と子会社の関係にある場合

②親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。

○人的関係

　　　以下のいずれかに該当する二者の場合には、同一入札に参加することはできません。

①一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。

※「監査役」、「執行役員」は、役員に該当いたしませんので、ご留意下さい。

○複合的関係

上記の資本関係、人的関係が複合した関係も同一入札に参加することはできません。

（※例えば、上記関係図でのＡ社とＥ社、Ｂ社とＤ社、Ｃ社とＤ社、Ｂ社とＥ社、及び

Ｃ社とＥ社の関係）

× ×

A　社 D　社

同一入札への参加が制限される関係

Ｅ　社

B　社 C　社

×

資本関係のつながりあり 役員等の兼任あり



（（（（役員重複役員重複役員重複役員重複ののののケースケースケースケース））））

ＡＡＡＡ社社社社 ａａａａ

ｂｂｂｂ

ｃｃｃｃ 役員役員役員役員のののの重複重複重複重複 ＡＡＡＡ社社社社ととととＢＢＢＢ社社社社をををを

ＢＢＢＢ社社社社 ｃｃｃｃ

ｄｄｄｄ

ＡＡＡＡ社社社社 ａａａａ

bbbb

ｃｃｃｃ

ＢＢＢＢ社社社社 ｃｃｃｃ   Ａ  Ａ  Ａ  Ａ社社社社、Ｂ、Ｂ、Ｂ、Ｂ社社社社、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ社社社社をををを

ｄｄｄｄ 役員役員役員役員のののの重複重複重複重複   系列会社  系列会社  系列会社  系列会社としてとしてとしてとして取取取取りりりり扱扱扱扱うううう。。。。

ｅｅｅｅ

ＣＣＣＣ社社社社 ｅｅｅｅ

ｆｆｆｆ

○役員の定義

①代表取締役：会社の代表権を有する取締役

②取締役　　　：社外取締役を含む。

③管財人　　　：会社更生法第６７条第１項又は民事再生法第６４条第２項の規定

　　　　　　　　 により選任された者。

※申請者における役職及び兼任先における役職の両方が上記に該当する場合のみ

   制限の対象となります。制限の対象となる役員のみ、「系列会社に関する届出書」

　 に記入して下さい。

※「取締役」には、社外取締役も含みます。

※「監査役」、「執行役員」などは、今回、役員に該当しないこととしたため、記入しないこと。

ケースケースケースケース　　　　②②②② （Ａ（Ａ（Ａ（Ａ社社社社ととととＢＢＢＢ社社社社でででで役員兼任役員兼任役員兼任役員兼任、、、、BBBB社社社社ととととＣＣＣＣ社社社社でででで役員兼任役員兼任役員兼任役員兼任しているしているしているしている場合場合場合場合））））

ＡＡＡＡ社社社社

ＢＢＢＢ社社社社

ａａａａ ｂｂｂｂ

ｃｃｃｃ ｄｄｄｄ

系列会社系列会社系列会社系列会社としてとしてとしてとして取取取取りりりり扱扱扱扱うううう。。。。

ケースケースケースケース①①①① （Ａ（Ａ（Ａ（Ａ社社社社のののの役員役員役員役員ｃｃｃｃががががＢＢＢＢ社社社社のののの役員役員役員役員もももも兼任兼任兼任兼任しているしているしているしている場合場合場合場合））））

ＣＣＣＣ社社社社

ＡＡＡＡ社社社社

aaaa

bbbb

cccc

ＢＢＢＢ社社社社

dddd eeee

ffff



（（（（資本的資本的資本的資本的つながりのつながりのつながりのつながりのケースケースケースケース））））

【本様式に記入する事項の定義】

○親会社、子会社の定義

　 商法第２１１条の２第１項及び第３項に規定する親会社・子会社を言います。

　 本様式に記入する子会社は、建設業許可を有する建設業者に限ります。

・商法第２１１条の２第１項に規定する親会社・子会社

　　第２１１条の２

　他の株式会社の総株主の議決権の過半数又は他の有限会社の総社員の議決権の過半数を

有する会社（以下　親会社と称す）の株式は左の場合を除くの外其の株式会社又は有限会社

（以下　子会社と称す）之を取得することを得ず。

１．.株式交換、株式移転、会社の分割、合併又は他の会社の営業全部の譲受に因るとき。

２．会社の権利の実行に当たり其の目的を達するため必要なとき。

ケースケースケースケース③③③③ （Ａ、Ｂ（Ａ、Ｂ（Ａ、Ｂ（Ａ、Ｂがいずれもがいずれもがいずれもがいずれも建設業者建設業者建設業者建設業者のののの場合場合場合場合。）。）。）。）

Ａ社は、B社の「親会社」

Ｂ社は、Ａ社の「子会社」

   B社の議決権の

   過半数

(「系列会社に関する届け出書」記入する対象会社）

・Ａ社が申請する場合、親会社の欄には何も記入せず、子会社欄にはＢ社を記入します。

・Ｂ社が申請する場合、親会社の欄にはＡ社を記入し、子会社欄には何も記入しません。

　※上記を表にまとめるとね次のようになります。

申請者

Ａ社

Ｂ社

　 商法第２１１条の２第３項に規定する親会社・子会社

　　第２１１条の２　第３項

　他の株式会社の総株主の議決権の過半数を親会社及び子会社又は子会社が有するときは

本法の適用に付ては其の株式会社も亦其の親会社の子会社と看做す。他の有限会社の総社

員の議決権の過半数を親会社及び子会社又は子会社が有する時とき亦同じ

ケースケースケースケース④④④④ （Ａ（Ａ（Ａ（Ａ社社社社、Ｂ、Ｂ、Ｂ、Ｂ社社社社、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ社社社社がいずれもがいずれもがいずれもがいずれも建設業者建設業者建設業者建設業者のののの場合場合場合場合。）。）。）。）

Ｂ社は、Ａ社の「子会社」であり、子会社

   B社の議決権の であるＣ社の議決権の過半数を有する

   過半数 ことから、

商法第２１１条の２第３項の規定により、

Ａ社は、Ｃ社の「親会社」とみなされ、

Ｃ社は、Ａ社の「子会社」とみなされる。

   C社の議決権の

   過半数

(「系列会社に関する届け出書」記入する対象会社）

　※上記を表にまとめるとね次のようになります。

申請者

Ａ社

Ｂ社

Ｃ社

ＣＣＣＣ社社社社

親会社欄

親会社欄

－

Ａ社

ＢＢＢＢ社社社社

ＡＡＡＡ社社社社

ＢＢＢＢ社社社社

子会社欄

Ｂ社

－

ＡＡＡＡ社社社社

Ａ社、Ｂ社

Ａ社

子会社欄

－ Ｂ社、Ｃ社

Ｃ社

－



ケースケースケースケース⑤⑤⑤⑤ （Ａ（Ａ（Ａ（Ａ社社社社、Ｂ、Ｂ、Ｂ、Ｂ社社社社、Ｃ、Ｃ、Ｃ、Ｃ社社社社がいずれもがいずれもがいずれもがいずれも建設業者建設業者建設業者建設業者のののの場合場合場合場合。）。）。）。）

Ｂ社は、Ａ社の「子会社」であり、親会社で

B社の議決権の あるＡ社及び子会社であるＢ社が、Ｃ社の

過半数 議決権の過半数を有することから、

商法第２１１条の２第３項の規定により、

Ａ社は、Ｃ社の「親会社」とみなされ、

Ｃ社は、Ａ社の「子会社」とみなされる。

Ｃ社の議決権の

４割 　Ｃ社の議決権の

　２割

(「系列会社に関する届け出書」記入する対象会社）

　※上記を表にまとめると、次のようになります。

申請者

Ａ社

Ｂ社

Ｃ社

※上記ケースⅡ、Ⅲ以外に商法第２１１条の２第３項の親会社、子会社があれば、記入して下さい。

　　　また、親会社が３社以上ある場合には、関係が近いもの（第１項の親会社を優先）とから

　　２社を記入して下さい。記入できない場合でもね同一入札への参加はできませんので注意

　　して下さい。

－Ａ社

－

Ａ社

ＡＡＡＡ社社社社

ＢＢＢＢ社社社社

ＣＣＣＣ社社社社

－

子会社欄

Ｂ社、Ｃ社

親会社欄


